
 

 

 

議案第５６号 

 

   甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例制定について 

 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年６月１０日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第１条 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的

記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第１０３条を次のように改める。 

  （非常災害対策） 

 第１０３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計

画を作成して、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら

を定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な措置

に関する訓練を行わなければならない。 

 ２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定小規模多機能



 

 

 

型居宅介護事業所の立地状況等を勘案し、発生することが予測される非常災害

の種類に応じたものとしなければならない。 

 ３ 第１項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう

努めなければならない。 

 ４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害の際に、利用者及び従業者

が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備

蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。 

  第２０３条の２第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１２条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的

記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第６０条を次のように改める。 

  （非常災害対策） 

 第６０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具

体的計画を作成して、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要

な措置に関する訓練を行わなければならない。 

 ２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の立地状況等を勘案し、発生することが予測される



 

 

 

非常災害の種類に応じたものとしなければならない。 

 ３ 第１項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう

努めなければならない。 

 ４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害の際に、利用者及

び従業者が必要とする飲料水、食糧、日用品その他の物資及び防災に関する資

機材の備蓄、整備及び点検を行うよう努めなければならない。 

  第９１条の２第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成

２６年１２月条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第１４条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ⑵」を「第１４０条の６６第１

号イ」に改める。 

  第３４条の２第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第４条 甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例（平成３０年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準



 

 

 

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第３２条の２第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第５条 甲府市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成３０年１２月条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第５７条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第６条 甲府市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例（平成３０年１２月条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第５６条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の



 

 

 

用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第７条 甲府市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例（平成３０年１２月条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物」を「電磁的記録媒

体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第５７条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）」を削る。  

 （甲府市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第８条 甲府市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

 ３１年３月条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条第３項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的

記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第３６条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第９条 甲府市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成３１年３月条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記



 

 

 

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第２６６条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第１０条 甲府市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例（平成３１年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

  第２３４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）」を削る。 

 （甲府市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１１条 甲府市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

２年３月条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条第７項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的

記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

 

提案理由 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正

に伴う所要の改正を行う等については、この条例を制定する必要がある。これが、

この条例案を提出する理由である。 


